
 

す ぎ の 子 憲 章 
 
 
 

 人と豊かな自然が調和している杉戸の未来を担う子どもたちを、「子ども

がのびのびと育つまち・みんなだいじなすぎとの子」の理念のもとに子ど

もの人権を尊重し、良い環境で育てることを願い、ここに子ども憲章を制

定します。  
 
 
 
 

杉戸すきすき  緑の街よ  

みずみずしい水 ぴかぴか光り  

こころ豊かな  明るい未来  

夢に向かって  明日に生きる  

みんな  杉戸のこどもたち  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 11 年 5 月 5 日制定  

 

 


